
現在、⽯狩市には公共交通に係る協議会が複数あり、構成メンバーについても重
複しているため、構成メンバーの負担軽減及び効率的な協議会運営を⽬的として、
複数の協議会を統合する。また、任期については任命された⽇に属する年度の翌々
年の年度末までとする。

公共交通系協議会の統合及び任期について

【⽯狩市地域公共交通活性化協議会】
⽯狩市地域公共交通網形成計画に基

づく施策の進⾏管理等

■概要

【⽯狩市公共交通空⽩地有償運送運営
協議会】
法第79条の規定に基づく⾃家⽤有償

の登録・解除、その他必要と認める内
容等

【⽯狩市地域公共交通会議】
バス路線の変更協議、地域内フィー

ダー系統の補助⼿続等

【⽯狩市地域公共交通活性化協議会】
・⽯狩市地域公共交通活性化計画に基
づく施策の進⾏管理等
・法第79条の規定に基づく⾃家⽤有償
の登録・解除、その他必要と認める内
容等
・バス路線の変更、地域内フィーダー
系統の補助⼿続等

■統合の時期
令和４年４⽉１⽇付けで統合することとする。

■任期
任期については任命された⽇に属する年度の翌々年度末までとする。なお、

「⽯狩市地域公共交通活性化協議会」の現委員及び、統合により新たに委員となる
⽅については、令和４年４⽉１⽇付けで新たに委嘱状（令和６年３⽉末までの任
期）を交付予定。
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